
サステナビリティ経営 ガバナンス

報酬委員会 （2022年4月1日〜2023年3月31日）

■ メンバーと開催回数、出席状況

氏名 役職 出席状況 出席回数

西村　知典* 委員⻑　　　社外取締役 100％ 6回／6回

川上　良 　　　　　　社外取締役 100％ 7回／7回

小松　百合弥 　　　　　　社外取締役 100％ 7回／7回

鵜飼　英一 　　　　取締役 100％ 7回／7回

山本　正明* 　　　　取締役 100％ 6回／6回

報酬委員会の審議内容
　2022年4月から2023年3月にかけて、報酬委員会を7
回開催しました。
　取締役および執行役の報酬の決定に関する手続きの
公正性・透明性・客観性を強化するとともに、コーポレー
ト・ガバナンスの充実を図ることを目的とし、個人別報

酬など、役員の報酬に関する内容を決議しました。

取締役の報酬
　取締役の報酬は、固定報酬のみとなります。
　固定報酬は、執行役との兼務、常勤・非常勤の別による
基本報酬に所属する委員会や役割などに応じて加算を
行います。

執行役の報酬
　執行役の報酬は、固定報酬と業績に応じて変動する業
績連動報酬からなり、固定報酬と業績連動報酬の割合
は、おおむね６：４を標準としています。

固定報酬
　固定報酬は、基本報酬、責任者報酬、代表権報酬で構成
されています。
業績連動報酬
■ 年次インセンティブ
　執行役に対し、単年度業績を反映した金銭報酬として
前年度の連結業績指標などに基づき、支給の有無と支
給の場合の総額を決定します。執行役の個人別の支給額
は、支給総額の範囲内で、各執行役の重点目標施策の推
進状況などを勘案して支給の有無およびその額を決定
します。賞与の算定に関わる指標は、利益成長の達成度
を重視する視点から、連結業績の売上高、営業利益およ
び当期利益を基本として設定します。なお、報酬委員会
の決定を経て、年１回６月に支給します。
■ 中長期型インセンティブ
　中期経営計画の主要目標値に対する達成度に基づき
当社株式を交付（一定割合は株式を換価して金銭を給
付）するものとし、中期経営計画の目標達成へのインセ
ンティブと株主価値向上への貢献意欲を高めるととも
に、自社株保有の促進を図るものです。中長期の業績目
標は、経営方針を勘案し重要な経営指標（連結営業利益
率、連結売上高など）としています。

報酬などの決定の基本方針
　役員報酬の体系およびその水準、個人別の報酬など
は、社外取締役が委員長を務める報酬委員会において、
他社の水準や動向などに関する客観的な情報を参考に
決定します。
　執行役としての報酬と、取締役としての報酬を別々に
決定し、取締役が執行役を兼務する場合は、それぞれの
報酬を合算しています。

■ 報酬委員会(2022年4月1日〜2023年3月31日)

第1回 ・役員報酬BIP信託のポイント付与
・執行役の2022年賞与

第2回

・委員⻑に事故ある場合の代行順位決定
・報酬等の決定の基本方針
・取締役報酬
・組織変更に伴う執行役報酬の変更
・年間活動計画

第3回 ・執行役の業務執行計画書

第4回 ・役員の報酬水準、報酬構成検証
・常務理事の冬季賞与

第5回 ・執行役懲罰処分

第6回 ・執行役報酬

第7回
・執行役の基本報酬
・執行役報酬
・株式交付規程および内規の改定

固定報酬
業績連動報酬

年次
インセンティブ

中⻑期型
インセンティブ

6 4

*委員会委員就任後の出席回数を記載しております。

73 NTNレポート 2023

010_0074387892308.indd   73010_0074387892308.indd   73 2023/07/24   17:03:362023/07/24   17:03:36

監査委員会 （2022年4月1日〜2023年3月31日）

■ メンバーと開催回数、出席状況

氏名 役職 出席状況 出席回数

川原　廣治 委員⻑　　　社外取締役 100％ 15回／15回

川上　良 　　　　　　社外取締役 100％ 15回／15回

西村　知典 　　　　　　社外取締役 100％ 15回／15回

尾迫　功* 　　　　取締役 100％ 11回／11回

監査委員会の審議内容
　監査委員会における主な検討事項は、監査委員会監査
基準の策定、監査の方針および監査計画の策定、会計監
査人の監査計画の内容に関する評価、会計監査人の選定
に関する評価、内部統制システムの整備・運用状況の評
価などです。

監査の状況
　監査委員会は、監査委員会で決定した監査基準、監査
方針、監査計画などに基づき、取締役会その他重要な会

議に出席するほか、取締役および執行役ならびに使用人
などからその職務の執行状況について報告を受けまた
は聴取し、取締役および執行役の職務執行を監査してい
ます。各監査委員は取締役会、執行役会のほか、内部統制
システムを運用する委員会である、サステナビリティ委
員会、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会およ
び公正取引監察委員会などに出席し、モニタリングを行
っています。

内部統制／内部監査
内部統制システム
　当社は、リスクマネジメントとコンプライアンスを経
営の最重要課題のひとつとして位置づけ、内部統制シス
テムに関する基本的な考え方（内部統制基本方針）を定め
ています。この基本方針に基づいて、当社グループの内部
統制システムを整備・運用するとともに、事業環境の変化
に応じて内部統制システムの不断の見直しを行い、経営
の健全性や効率性の向上に努めています。

内部監査の取り組み
　当社は、経営監査部が執行役社長の直属の組織とし
て、監査対象部門から独立した立場で内部監査業務を担
当し、執行機関の業務遂行状況について、法令や社内規
程などに対する準拠性、妥当性、事業活動の有効性、効率
性の観点から内部監査を実施しています。
　内部監査は、執行機関の各組織別の監査（業務監査）、
リスク・業務機能別に組織を横断した監査（テーマ監査）
を実施し、その結果に基づき、監査対象部門へ改善の助
言や提言を行うとともに、改善対策の実施状況のフォ
ローアップを実施し、改善が完了するまで確認しています。

　海外では、各地区を統括する組織である「総支配人室」
の中に「企画・内部統制部」を設置しています。経営監査
部と企画・内部統制部は、連携して各地区の事情や特性
を踏まえて、内部統制の強化を図っています。2023年3
月期は、コロナ禍で自粛していた海外関係会社への現地
往査による業務監査を再開しました。
　内部監査の結果は、執行役社長および監査委員会へ報
告し、全執行役とも情報を共有しています。また、監査委
員会と経営監査部および会計監査人は、定期的に会合を
行い、監査方針、監査計画、監査結果などの情報・意見交
換を図ることで、監査の効率と実効性の向上に努めてい
ます。

*委員会委員就任後の出席回数を記載しております。
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